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 平成 30年７月豪雨災害により住宅が全壊するなど，生活の基盤に著しい被害を受け 

た世帯を対象に支給される被災者生活再建支援金（基礎支援金）について，現状の申請

期間では，申請が困難な世帯が生じることが見込まれるため，１年間再延長されること

となりましたので，お知らせします。 

 

 

【申請期限の変更】  

当 初  現 在  変 更 後 

令和元年８月５日まで(＊) 

(災害があった日から13か月) 

 令和２年８月４日まで 

(災害があった日から25か月) 

令和３年８月４日まで 

(災害があった日から37か月) 

(＊)期限の令和元年８月４日は 
日曜日のため，８月５日に繰下げ 

※なお，加算支援金の申請期限（令和３年８月４日）は変更ありません。 

 

 

平成 30年７月豪雨に係る被災者生活再建支援金 

（基礎支援金）申請期間の再延長について 

 
《対象》 

①住宅が全壊の被害を受けた世帯 
 
②住宅が半壊又は住宅の敷地に被害が生じ，その住宅をやむなく解体した世帯 
 → 半壊の場合は，解体が申請の条件となります。 

③住宅が半壊し，大規模な補修を行わなければ居住が困難な世帯（大規模半壊世帯） 
 

《支援金の額（世帯人数が複数の場合）》 

区 分 
①基礎支援金 
（被害程度） 

②加算支援金 
（住宅再建方法） 

合 計 
① ＋ ② 

全壊世帯 

解体世帯 
１００万円 

建設・購入 ２００万円 ３００万円 

補修 １００万円 ２００万円 

賃貸   ５０万円 １５０万円 

大規模 

半壊世帯 
  ５０万円 

建設・購入 ２００万円 ２５０万円 

補修 １００万円 １５０万円 

賃貸   ５０万円 １００万円 

※ 世帯人数が１人の場合は，各該当欄の給付額の３／４の額   

 

 

 

 

参考：制度概要 


